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業務仕様書（案）

Ⅰ 総 則

１ 業務名

那覇クルーズターミナル長期保全計画作成業務

２ 業務の目的

建築物及び設備の劣化損傷状況を調査し、施設評価を行うとともに長期保全計画等を

整備することで、今後の計画的な費用の予算化及び適切かつ効果的な投資を図るこ

とを目的とする。

３ 対象施設

那覇クルーズターミナルにおける建築物及び設備（ボーディングブリッジを含む）

場所：那覇市若狭地先 敷地面積：13,982.74㎡

構造及び階数：鉄骨造２階建て

建築面積：2,351.75㎡ .延べ面積：4,468.27㎡

供用開始年月日：2014年 4月

４ 業務期間

契約締結の翌日から 120日間

Ⅱ 業務仕様

本業務実施にあたっては、「令和５年版 建築物のライフサイクルコスト（一般財団

法人建築保全センター編集発行）（以下、「LCC本」という。）」に準拠すること。

１ 業務委託

（１）委託業務の概要

ア 建物の劣化度調査を行い、その結果等に基づく適切な措置等の提言を行う。

イ 劣化度調査等により整理した内容をもとに長期保全計画を作成する。なお、

本業務で作成する長期保全計画とは、施設の長寿命化に繋がる部位（屋根、

外壁、給排水設備等）を対象とし、計画期間３０年又は目標使用年数までの

予防保全工事予定実施年度や予防保全に必要となる概算工事費などをまとめ

たものである。

ウ 施設評価及び LCC算出のための基礎データを整備する。

（２）管理技術者の資格

本業務の技術上の指揮・監督を司る管理技術者(診断者を含む)を選任すること。

管理技術者は１級建築士又は２級建築士の資格を有する者とする。

（３）調査員の資格

設備機器の調査は、下記のいずれかの資格を有する者が実施すること。
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ア 建築設備士

イ 技術士（機械又は電気電子部門）

ウ 設備一級建築士

エ 一級電気施工管理技士

オ 一級管工事施工管理技士

（４）協力事務所等

受注者は、業務の一部を協力事務所等に委託しようとするときは、あらかじめ発

注者の承諾を得なければならない。この場合契約書等の規定により再委託してはな

らない部分は委託できない。

２ 施設評価及び LCC算出のための基礎データの整理

（１）施設の基本情報を別添１「評価項目一覧（劣化度調査シートを除く）」及び別添

２「バリアフリー対応度調査シート」に沿って整理する。また、別添１内の「棟評

価補足シート」の判定根拠を、別添３「棟評価補足シート判定根拠」に整理する。

（２）建物を利用している職員及び利用者に対して、別添４「施設満足度調査」を実施

し「施設満足度調査_集計シート」にとりまとめる。なお棟毎・様式毎にそれぞれ 30

人以上のサンプルを回収すること。（職員数が 30人に満たない場合等は、可能な限

り多数のサンプルを集めること。）

３ 劣化度調査業務

対象施設の建築部位・設備機器について、現地調査・ヒアリング・既存資料の整理等

を行い、劣化状況調査を実施する。

（１）調査実施計画書の作成

次に掲げる事項に留意して調査計画書を作成し、監督員に提出する。

ア 事前準備

（ア）貸与する資料（関係図書）等をよく吟味し、現在の施設の状況を把握し

て調査を行うこと

（イ）施設管理者へのヒアリングを行い、不具合や改善要望、これまでの修繕

・改修履歴及び維持保全に関する点検結果等をチェックし整理する。

イ 日程調整等

施設運営の支障とならないよう、施設管理者と事前に調査日程、方法、準備

等について調整を行う。

（２）劣化度調査の実施

ア 現地調査は、原則として、別添１「評価項目一覧（劣化度調査シート）」の

各調査部位に対する劣化現象及び判断基準に基づいて、目視調査を中心に行う

ものとし、現場仮設の設置及びコンクリートコア抜き・抜管・非破壊検査は行

わない。

ただし、コンクリートの爆裂箇所等の劣化が明らかな部位及びその周辺で、

容易に調査可能な範囲については、部分的な打診調査も実施し、状況を報告書

に記載することとする。
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（３）報告書の作成

別添１「評価項目一覧（劣化度調査シート）」で整理した内容及び現地調査等か

ら、劣化部位を図面等で示し、劣化内容及び写真（部材の全体がわかる写真、劣化

部分の写真）で報告書を作成する。なお、図面等は既存図面のコピーを活用するこ

とも可とする。

４ 長期保全計画等の作成

（１）既存資料の整理と現地確認により、基本情報及び工事履歴等の項目を整理した別

添５「県有資産データベース」を整理する。

ア 様式２－３【棟別概要データ】（本館棟）については、別紙１で挙げた本業

務対象建物について作成する。

イ 様式２－４【棟別概要データ】（附属棟・その他用）及び様式２－５【施設

外観写真】については、原則として施設内にある全ての建物について作成する。

（屋外便所等の小規模建物及びプレハブ等も作成対象とするが、ビニールハウ

ス等の簡易な構造物は対象外とする。）

（２）法令に基づく点検がもれなく行われるよう別添６「法定点検表」を作成する。

（３）予防保全の観点にたち、保全を行う事が望ましい部位等について修繕の周期（年

度）、修繕内容（概要）、更新の時期等を明らかにした長期保全計画を作成する。

（４）長期保全計画書の建物使用年数、保全工事概算費用の算出等は、LCC 本におけ

る「部材入力法」とし、対象部位は同書データベースにおいて「予防保全」とさ

れるものとする。（「事後保全」とされるものは対象外とする。）

（５）LCC の算出は、原則として LCC 本付属 CD によるが、劣化状況及び改修・修繕

履歴等により、更新のタイミングを前倒しする等の個別対応をとり、現状を反映させ

ること。

５ その他

（１）上記１～４に関する報告書等の作成は棟単位を基本とするが、施設単位で作成す

る方が効率的かつ効果的である場合は施設単位とすることができる。その場合、事

前に調査職員と調整すること。

（２）発注者が、本仕様書に記載されていない上記１～３に関連した業務を指示するこ

とがあるので、その場合も対応すること。

（３）ボーディングブリッジの長期保全計画等の作成にあたっては、必要に応じて専門

業者に対してヒアリングを行い、作成するものとする。

６ 成果物

（１）報告書（劣化度調査シート・長期保全計画書等を含む。A4版）：１部

（２）報告書概要版（A4版）：１部

（３）上記の電子成果品：１部

（４）各種図面のスキャンデータ（PDF）：１部（電子データとし、紙ベースは不要）
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７ 注意事項

（１）委託業務の実施にあたっては、関係部局と密に連携し、調整を図りながら進め

ていくものとする。

（２）受託者は、専任の担当者を置き、委託者からの依頼事項について、常に対応でき

る体制を取ること。

（３）本仕様書に明記されていない事項、又は疑義が生じた場合は、調査職員と協議の

うえ決定しなければならない。

（４）貸与された図面等は、紛失、汚損しないよう取り扱うものとし、業務が終了した

ときは、すみやかに発注者に返却するものとする。

（５）報告書作成にあたり、調査結果を明確にするため、空白は極力避けること。

（劣化状況に問題ない場合は「問題なし」、対象部材が存在しない場合は「対象

部材なし」と記載する等。）

（６）別添１については、行の追加・削除等のフォーマット変更をしないこと。
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報告書作成時の留意事項について

報告書及び電子納品の作成については、次に示す内容に留意し作成すること。

また、報告書の納品等は業務実施の効率化が図られるよう、必要に応じて担当職員と協

議し改善に努めるものとする。

１ 報告書作成時の留意事項

（１）劣化状況カルテ（劣化部分が一目でわかる劣化度状況概要版資料）を、棟毎に作成

すること。

（２）長期保全計画書は、棟毎に建築、電気及び機械のライフサイクルコスト累計表及び

保全工事概要資料を作成すること。また複数棟で構成される施設については、施設全

体のライフサイクルコスト累計表及び工事概要資料を作成すること。

（３）劣化状況カルテの記載内容と劣化度調査シートの記載内容に齟齬がないこと。（例

えば、劣化状況カルテでは、「ボイラーの経年劣化が進行しているため、計画的な修

繕を要する。」と記載しているが、劣化度調査シートでは A.健全と判断するようなこ

と。特に設備の劣化状況について誤りが多いので留意すること。劣化度調査シートの

設備部分は設備担当で作成することが望ましい。）

（４）コンクリートひび割れ写真については、スケールを当ててひび割れ幅を明らかにし、

コメント欄には幅及び長さを記載すること。

２ 劣化度調査シート作成時の留意事項

（１）対象施設の小項目に○をつけ、どの材料の判定か明確にすること。

（２）棟毎に劣化度調査シートをまとめること。

（３）劣化あり（B及び C）と判断した場合は、備考欄に劣化内容の概要を記載すること。

（４）設備機器については、改修履歴欄に設置年月日を記載すること。

３ 電子納品について

（１）電子媒体は業務名、対象施設、受注者等を明記すること。

（２）電子納品の１部（正）はすべての施設をまとめたものとし、もう１部（副）は施設

管理者へ提供するため施設毎に作成すること。

（３）電子納品のフォルダ構成については、表１に示す構成とする。

４ 報告書の納品について

（１）１つのドッチファイル（６ cm又は８ cm程度）に作成すること。

（２）報告書には目録を添付し、インデックス等によりわかりやすい報告書の作成に努め

ること。

（３）可能な範囲で両面印刷にするなど、資料の軽量化に努めること。施設点検結果等の

参考資料については、電子データで納品し、報告書に添付しない。１施設 A4 ドッ

チファイル３ cmに収まる程度が望ましい。


